
２７年度～２８年度 ２９年度

保険料率 保険料率

年間保険料額 年間保険料額

基準額×0.45 基準額×0.3

23,300円 15,500円

基準額×0.75 基準額×0.5

38,700円 25,800円

基準額×0.75 基準額×0.7

38,700円 36,200円

第９段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
２９０万円以上の方

基準額×1.7

87,800円

第３段階

第５段階
（基準額）

住民税が課税されている世帯員がいるが、本
人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と
課税年金収入額の合計が８０万円超える方

第６段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
１２０万円以上１９０万円未満の方

第８段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
１９０万円以上２９０万円未満の方

基準額×1.5

77,400円

第７段階
基準額×1.3

67,100円

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
１２０万円未満の方

基準額×1.2

62,000円

基準額

51,600円

第４段階
住民税が課税されている世帯員がいるが、本
人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と
課税年金収入額の合計が８０万円以下の方

基準額×0.9

46,500円

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得
金額と課税年金収入額の合計が１２０万円を
超える方

平成27年度～平成29年度の介護保険料

第１段階

第２段階
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得
金額と課税年金収入額の合計が８０万円超１
２０万円以下の方

生活保護の受給者、老齢福祉年金受給者で、
世帯全員が住民税非課税、世帯全員が住民税
非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収
入額の合計が８０万円以下の方

所得段階 対　象　者


